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受付年月日,受付番号

平成17年法務省令第18号附則第3条第2項

の規定により移記

平成18年12月6日

医Σ可

[釡Σ回

権利者その他の事、項

所有者東京都千

平成5年7月30日登記

順位7番の登記を移記

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。ただし、登記記録の乙区に記録されている事項はな
し、

(長野地方法務局佐久支局管轄)

令和7年3月14日

若月東京法務局 登記官

*「登記の目的」欄に「相続人申告」と記載されている登記は、所有権の登記名義人(所有者)の相続人からの申出に基づき、

登記官が職権で、申出があった相続人の住所・氏名等を付記したものであり、権利関係を公示するものではない。

整理番号 K5 0 56 1 ( 1/10)*下線のあるものは抹消事項であることを示す。
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